
固
定
電
話
用
特
殊
詐
欺
等
被
害

防
止
機
器
を
無
料
で
貸
し
出
し

　

高
齢
者
が
還
付
金
詐
欺
な
ど
の
特

殊
詐
欺
や
悪
質
商
法
の
被
害
に
あ
わ

な
い
た
め
、
特
殊
詐
欺
等
被
害
防
止

機
器
を
貸
し
出
し
ま
す
。

　

電
話
を
か
け
て
き
た
相
手
に
「
犯

罪
防
止
の
た
め
会
話
内
容
が
自
動
録

音
さ
れ
ま
す
」
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
流

す
機
能
が
あ
る
た
め
、
犯
罪
被
害
の

未
然
防
止
に
役
立
ち
ま
す
。

受
付
方
法

　

６
月
１
日
㈭
か
ら
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
へ
直
接

貸
出
期
間

　

６
年
３
月
31
日
㈰
ま
で

対
象

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
な
ど

募
集
台
数　

50
台
（
先
着
順
）

問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

市
長
の
所
得
等
報
告
書
な
ど
を
公
開

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
門
真

市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条

例
に
基
づ
き
、
提
出
さ
れ
た
市
長
の

所
得
等
報
告
書
と
関
連
会
社
等
報
告

書
を
公
開
し
ま
す
。

閲
覧
開
始
日

　

６
月
30
日
㈮

閲
覧
時
間　

平
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

閲
覧
場
所

　

市
情
報
コ
ー
ナ
ー

　

（
市
役
所
別
館
１
階
）

問
合
先

　

秘
書
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
３
６

市
営
千
石
西
町
住
宅
・
寿
住
宅

・
四
宮
住
宅
入
居
者
を
募
集

配
布
開
始
日

　

６
月
１
日
㈭

配
布
場
所

　

市
役
所
本
館
１
階
宿
直
窓
口
、
市

役
所
別
館
１
階
受
付
、
都
市
政
策

課
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
、
門
真

市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

申
込
方
法

　

６
月
１
日
㈭
～
15
日
㈭
に
都
市
政

策
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
（
消
印

有
効
）

申
込
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

門
真
市
役
所
「
都
市
政
策
課
」

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
９
１

問
合
先

　

門
真
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
６
７
）８
７
９
９

※
６
月
３
日
㈯
の
み
、
午
後
２
時
ま

で
に
来
場
し
必
要
書
類
を
持
参
し

た
人
は
、
郵
送
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
受
け
取
り
可
（
先
着
30

人
）

◦
22
日
㈭
～
25
日
㈰
…
ら
ら
ぽ
ー
と

門
真
（
松
生
町
１
︲
11
）

※
守
口
市
と
合
同
開
催
。
門
真
・
守

口
市
で
開
催
時
間
が
異
な
る

問
合
先

　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
２
１

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
手
続
き

を
す
る
と
、
選
択
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
る
ポ
イ

ン
ト
が
最
大
２
万
円
分
も
ら
え
ま
す
。

対
象

　

５
年
２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限

　

５
年
９
月
末

住
民
活
動
災
害
補
償
制
度
の

団
体
登
録
を
受
付

　

住
民
団
体
な
ど
が
行
う
活
動
中
に
、

事
故
に
よ
っ
て
参
加
者
が
ケ
ガ
や
死

亡
し
た
場
合
に
備
え
て
、
市
が
加
入

す
る
保
険
で
す
。
利
用
に
は
事
前
の

団
体
登
録
が
必
要
で
す
。

対
象

　

主
に
市
内
で
活
動
す
る
５
人
以
上

の
住
民
活
動
団
体

※
政
治
・
宗
教
団
体
、
法
人
化
さ
れ

た
団
体
、
企
業
内
グ
ル
ー
プ
や
サ

ー
ク
ル
を
除
く

補
償
期
間

　

７
月
１
日
㈯
～
６
年
７
月
１
日
㈪

登
録
受
付

　

６
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮
に
団
体
が

関
係
す
る
担
当
課
へ
直
接

※
そ
の
ほ
か
は
地
域
政
策
課
へ
直
接

問
合
先　

地
域
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
３
４

※
一
部
の
決
済
サ
ー
ビ
ス
は
申
込
期

限
が
９
月
末
以
前
の
場
合
あ
り

内
容

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
新
規
取

得
者
な
ど
に
最
大
５
０
０
０
円
相

当
の
ポ
イ
ン
ト
付
与

※
申
込
後
、
選
択
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
で
チ
ャ
ー
ジ

ま
た
は
買
い
物
し
た
金
額
の
25
％

◦
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用
登
録

を
行
っ
た
人
に
７
５
０
０
円
相
当

の
ポ
イ
ン
ト
付
与

◦
公
金
受
取
口
座
の
登
録
を
行
っ
た

人
に
７
５
０
０
円
相
当
の
ポ
イ
ン

ト
付
与

問
合
先

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０（
９
５
）０
１
７
８

◆
ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み
に
は
手
続
き

が
必
要

　

市
役
所
別
館
１
階
の
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
専
用
ブ
ー
ス
で
申
込
手
続
き
を

支
援
し
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
案
内
の
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
届

い
た
ら
、
申
請
者
が
ハ
ガ
キ
に
記
載

の
必
要
書
類
を
持
っ
て
市
民
課
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

本
人
確
認
書
類　

①
ま
た
は
②

①
運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き

公
的
証
明
書
…
１
点

②
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
の
顔
写

真
な
し
の
書
類
…
２
点

※
原
本
で
有
効
期
間
内
で
あ
る
こ
と

※
代
理
人
が
受
け
取
る
場
合
、
条
件

や
書
類
が
必
要

※
時
間
外
で
の
受
け
取
り
は
、
４
ペ

ー
ジ
に
掲
載
の
「
市
役
所
の
時
間

外
・
日
曜
相
談
窓
口
（
６
月
）
」

参
照

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
２
１

期
間

　

９
月
末
ま
で
の
平
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

持
ち
物

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
４
桁
の
暗
証
番
号
が
必
要

◦
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
が

定
め
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｉ
Ｄ
と
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
コ
ー
ド

◦
公
金
受
取
口
座
の
登
録
が
ま
だ
の

人
は
口
座
番
号
が
分
か
る
通
帳
な

ど
が
必
要

※
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
中
は
手

続
支
援
を
中
止
す
る
場
合
あ
り

問
合
先

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
（
専
用
ブ
ー
ス
）

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
７
８
５

飯
盛
霊
園　

合
葬
墓「
虹
の
丘
」

対
象

　

門
真
・
守
口
・
大
東
・
四
條
畷
市

在
住
の
人
、
飯
盛
霊
園
墓
所
使
用

者
利
用
料
（
税
込
み
）

◦
合
葬
…
５
万
９
２
０
円

◦
合
葬
・
個
別
安
置
…
10
万
１
８
４

０
円

◦
合
葬
・
記
名
…
15
万
２
７
７
０
円

◦
合
葬
・
個
別
安
置
・
記
名
…
20
万

３
６
９
０
円

※
対
象
外
の
人
の
利
用
可
。
費
用
な

ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

申
込
方
法

　

環
境
政
策
課
ま
た
は
飯
盛
霊
園
組

合
庁
舎
で
配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に
同
封
の
申
請
書
を
郵
送
ま
た

は
持
参

問
合
先

　

飯
盛
霊
園
組
合
管
理
課

　

☎
０
７
４
３（
７
８
）１
１
９
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
サ
ポ
ー
ト

　

申
請
書
の
記
入
補
助
や
無
料
で
の

写
真
撮
影
を
行
い
、
ポ
ス
ト
に
投
函

す
れ
ば
完
了
と
な
る
と
こ
ろ
ま
で
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

期
間

　

６
年
３
月
31
日
㈰
ま
で
の
平
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

※
所
要
時
間
は
約
15
分

と
こ
ろ

　

市
役
所
別
館
１
階

対
象

　

市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

持
ち
物

　

本
人
確
認
書
類

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
交
付
申
請
書
や

通
知
カ
ー
ド
を
持
参
す
れ
ば
ス
ム

ー
ズ
に
手
続
き
可

◆
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

と
き
（
６
月
）
・
と
こ
ろ

◦
３
日
㈯
・
18
日
㈰
…
南
部
市
民
セ

ン
タ
ー

　地域会議とは、地域に関わる皆さんが自ら地域に
ついて考え、協力して地域共通の課題解決に取り組
むことを目的に中学校区単位で組織されています。
問合先　地域政策課
　☎０６(６９０２)５６１２

各地域会議の
活動実績報告は
こちら

４年度 地域会議の活動実績報告を
市ホームページに公開

※
敬
称
略

第
40
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

◆
瑞
宝
双
光
章

　

松
村
和
則
（
元
大
阪
府
警
視
）

◆
瑞
宝
単
光
章

　

房
永
智
亘
（
元
法
務
事
務
官
）

５
年
春
の
叙
勲

◆
瑞
宝
単
光
章

　

川
崎
利
春
（
元
独
立
行
政
法
人
造

幣
局
職
員
）

　

田
坂
一
枝
（
元
独
立
行
政
法
人
国

立
病
院
機
構
東
近
江
総
合
医
療
セ

ン
タ
ー
看
護
部
長
）

問
合
先

　

秘
書
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
３
６

　還付金詐欺の電話が市内に多く
かかっています。
　市の保険課を名乗る人から「払
いすぎた保険料の還付金がある。
数カ月前に案内の書類を送付した
が、返送されず手続きができてい
ない。今日なら銀行から返金でき
る」と電話があり、銀行員を名乗
る人からの電話で、キャッシュカ
ードや通帳を持って無人のATM
に行くように案内されます。
ATMから指定された番号に電話をかけ、相手の誘導に従って
操作すると、詐欺相手にお金を振り込んでしまいます。
　詐欺相手に振り込んだお金を取り戻すことは不可能です。
　市役所から返金手続きにATMへ行くように案内することは
絶対にありません。
　不審な電話があった時には、消費生活センターにご相談くだ
さい。
問合先　門真市消費生活センター　☎０６(６９０２)７２４９

還付金詐欺の電話にご注意を

就
労
支
援
相
談

　

働
く
意
欲
が
あ
り
な
が
ら
就
職
が

困
難
な
人
に
、
雇
用
や
就
労
に
つ
な

が
る
ア
ド
バ
イ
ス
や
支
援
を
専
門
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

と
き

　

月
・
水
・
金
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

※
祝
日
を
除
く

と
こ
ろ

　

門
真
市
地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

（
人
権
市
民
相
談
課
内
）

※
就
職
の
あ
っ
せ
ん
は
不
可

相
談
方
法

　

電
話
ま
た
は
面
談

※
面
談
で
相
談
を
希
望
す
る
場
合
、

事
前
に
電
話

相
談
・
問
合
先

　

門
真
市
地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

マイナポイント
事業サイトは
こちら

お
知
ら
せ

消
費
生
活

表

彰
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